
重要事項説明書 

エルダーヴィラ氷見    

居宅介護支援事業所 

１．事業者 

事 業 者 の 名 称 医療法人社団アスカ 

事 業 者 の 所 在 地 氷見市柳田２０１１－２ 

法 人 種 別 医療法人 

代 表 者 名 白石 陽治 

電 話 番 号 ０７６６（９１）５３５５ 

指定年月日及び指定番号 － 

 

２．ご利用の事業所 

事 業 者 の 名 称 エルダーヴィラ氷見居宅介護支援事業所 

事 業 所 の 所 在 地 氷見市余川南山５０ 

管 理 者 の 氏 名 別所 由紀 

電 話 番 号 ０７６６（７２）５９００ 

フ ァ ク シ ミ リ 番 号 ０７６６（７２）５９０１ 

指 定 事 業 者 番 号 １６５０５８００１０ 

 

３．ご利用事業所で合わせて実施する事業 

事業の種類 
富山県知事の事業者指定 

利用定数 
指定年月日 指定番号 

介 護 老 人 保 健 施 設 Ｈ７.１０.９ １６５０５８００１０ １００ 

短 期 入 所 療 養 介 護 Ｈ７.１０.９ １６５０５８００１０ 内数１０ 

通所リハビリテーション Ｈ７.１０.９ １６５０５８００１０ ３６ 

居宅介護支援事業所 Ｈ１１.７.１５ １６５０５８００１０ ― 

通 所 介 護 事 業 所 Ｈ１３.２.１５ １６７０５００２０４ １５ 

訪問リハビリテーション Ｈ２２.１０.１ １６５０５８００１０ ― 

通 所 介 護 事 業 所 Ｈ２５.１１.１ １６７０５００６６７ ４０ 

 

氷 見 市 委 託 事 業 

氷見市介護予防ケアマネジメント 氷見市内 

氷見市介護保険認定調査 氷見市内 

氷見市地域包括支援センター 上庄谷地域相談窓口 上庄谷地区・余川 

氷見市通所型介護予防事業（地域型） 上庄谷地区 

氷見市認知症地域支援推進員 上庄谷地区 

氷見市介護予防・日常生活支援総合事業 氷見市内 

氷見市生活支援コーディネーター設置事業 上庄谷地区・余川 

     



 

４．事業者の運営方針 

事業の目的 障害者・高齢者が自立した生活を送れるよう又、老化・疾

病に伴い介護が必要な者に対して、介護相談、介護計画等

の作成、支援していきます。 

事業の運営方針 障害者・高齢者の有する能力に応じた日常生活への支援。 

 

５．職員職種、人数及び勤務形態 

従業員の職種 員数 区  分 保有資格の内容 勤務時間 

  常勤 非常勤   

専
従 

兼
務 

専
従 

兼
務 

  

管理者 １  ○   介護支援専門員 
8：30～17：30 

介護支援専門員 １以上 ○ ○   介護支援専門員 

 

６．営業日 

営業日・営業時間 毎週月曜日～土曜日 

（日曜日、国民の祝日、盆休み、年末年始除く） 

午前８時３０分から午後５時３０分（電話は２４時間対応） 

 

７．居宅介護支援サービスの概要 

・ 要介護認定の申請代行 

・ サービス計画の立案 

・ 情報提供 

・ 連絡調整 

 

８．事業実施地域 

実 施 地 域 氷見市内全域（通常） 

 

９．苦情申し立て先 

当事業所 窓口担当者 管理者 別所 由紀 

ご利用時間 毎日午前８時３０分～午後５時３０分 

ご利用方法 電 話 ０７６６－７２－５９００  

ＦＡＸ ０７６６－７２－５９０１ 

来 設 

苦 情 箱 （併設）介護老人保健施設エルダーヴィラ氷見

事務所窓口に設置  



 

 

政府機関 ①  氷見市役所 市民部 福祉介護課 介護保険担当 

〒９３５－８６８６ 

氷見市鞍川１０６０番地 

ＴＥＬ ０７６６－７４－８０６６ 

②  富山県国民健康保険団体連合会 

  介護保険課 介護保険係 苦情相談窓口 

 〒９３０－８５３８ 

 富山市下野字豆田９９５番地の３ 富山県市町村会館内 

 ＴＥＬ ０７６－４３１－９８３３ 

 

 

１０．事故発生手順 

 

 

 

１１．その他 

  介護保険被保険者証と健康保険被保険者証とお薬手帳及び担当介護支援専門員の名刺 

等を合わせて保管し、入院した場合、家族及び後見人は必ず担当介護支援専門員へ連絡 

する 
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１２．居宅介護支援事業の提供方法及び内容 

  ・前６か月に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介 

護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合及び同一事業所によって提供された割合 

を利用者・家族に説明文章を交付し、懇切丁寧に説明を行い、署名を得る【別紙】 

  ・サービス担当者会議の開催方法として、テレビ電話などの電子媒体を活用する場合 

は、参加者の同意を得る 

 

１３．ハラスメント申立先及び対応手順 

   虐待の防止及び対応 

当事業所 窓口担当者 管理者 別所 由紀 

申立方法  電 話  ０７６６－７２－５９００ 

ＦＡＸ  ０７６６－７２－５９０１ 

ＭＡＩＬ yuki.bessyo@drshiraishi.or.jp 

来 設  事前にご連絡ください。 

ご意見箱 （併設）介護老人保健施設 エルダーヴィラ氷見 

     事務所窓口に設置 

政府機関 ① 氷見市地域包括支援センター 

〒９３５－８６８６ 

氷見市鞍川１０６０番地 

ＴＥＬ ０７６６－７４－８０６７ 

② 厚生労働省 富山労働局 雇用環境・均等室 

〒９３０－８５０９ 

富山市神通本町１丁目５番５号 

富山労働総合庁舎 

ＴＥＬ ０７６－４３２－２７４０ 

ＦＡＸ ０７６－４３２－３９５９ 

③ 法テラス 富山 

〒９３０－００７６ 

富山市長柄町３－４－１ 富山県弁護士会館１Ｆ 

ＴＥＬ ０５７０－０７８３５１ 

④ 富山県氷見警察署 

〒９３５－００２４ 

氷見市窪３００ 

ＴＥＬ ０７６６－９１－０１１０ 

 

① 医療法人社団 アスカ内の身体拘束廃止・高齢者虐待防止・ハラスメント委員会に介護

支援専門員 1名委員として配置 

② 委員会での内容報告を行う 

③ 指針変更ごとに従事者に周知徹底 

④ 医療法人社団 アスカ内の研修・訓練に参加 

mailto:yuki.bessyo@drshiraishi.or.jp
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１４．情報通信機器（人工知能関連技術を含む）の活用 

介護支援専門員が行う一連の業務等の負担軽減や効率化に資するものとして、具体的には 

① 事業所内外や利用者の情報を共有できるチャット機能のアプリケーションを備えたス

マートフォン 

② 訪問記録を随時記載できる機能（音声入力も可）のソフトウエアを組み込んだタブレッ

ト等使用。 

情報通信機器を使用するにあたって、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療介護関係事

業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シス

テムに関するガイドライン等を遵守します。 

 

１５．業務継続計画 

業
務
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続
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画
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定 
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染
症
に
係
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a 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、

備蓄品の確保等） 

b 初動対応 

c 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、 

 関係者との情報共有等） 
研修 

訓練 

(年 1回 

以上) 

業
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継
続
計
画
策
定 
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害
に
係
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a 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフライ

ンが停止した場合の対策、必要品の備蓄等） 

b 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

c 他施設及び地域との連携 
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① 医療法人社団 アスカ内の緊急時の災害・感染対策委員会及び自然災害対策委員会に管

理者及び介護支援専門員 1名を委員として配置 

② 委員会での内容報告を行う 

③ 医療法人社団 アスカ内の研修・訓練に参加 

④ 必要に応じて計画の変更を行う 

 

 

１６．感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

① 医療法人社団 アスカ内の感染対策委員会【感染症の予防及びまん延の防止のための対

策を検討する委員会】に介護支援専門員 1名委員として配置 

② 委員会での内容報告を行う 

③ 指針変更ごとに従事者に周知徹底 

④ 医療法人社団 アスカ内の研修・訓練に参加 

 

 

 

 

 


